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■
■
■
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石

井

公

一

は
じ
め
に

こ
の
十
年
ほ
ど
の

、
大
山

一
の

德
太
子

構

を
め
ぐ

っ
て
論

が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
大
山
に
よ
れ
ば
、
斑
鳩
宮
と
斑

鳩
寺
を
建
て
た
厩

王
と
い
う
有
力
な
王
族
が
い
た
こ
と
は
事
實

で
あ
る
も
の
の
、
一
般
常
識
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な

德
太
子
の

イ
メ
ー
ジ
が
創
ら
れ
た
の
は
、『
日
本
書
紀
』

纂
の

段
階

で
あ
る
と
い
う
。
律
令
制
下
に
お
い
て
中
國
の

天
子
に

敵
し

う
る
模
範

な
天
皇
像
を
示
す
た
め
、
律
令
作

の
立
役

で
あ

っ
た

原
不
比
等
が
儒
敎
面
を
、

敎
に
心
を
寄
せ
て
い
た
長
屋

王
が

敎
面
を
、
そ
し
て

か
ら

國
し
た
ば
か
り
の
三
論
宗
の

慈
が
佛
敎
面
を

當
し
、
そ
の

慈
が
不
比
等
と
長
屋
王
の

向
を
受
け
つ
つ
關

記

を
執
筆
な
い
し
訂
正
し
て
儒
佛

三
敎

の

人
と
し
て
の

德
太
子
像
を
作
り
上
げ
た
の
だ
、
と
い
う
の

が
大
山
の
推
測
で
あ
る１

）。

大
山
の
こ
う
し
た

張
は
、
福
永
光
司
・
上
田
正
昭
・
上
山
春

平
『

敎
と
古
代
の
天
皇
制
』

德

書
店
、
一
九
七
八
年
）、
福

永
光
司
『

敎
と
日
本

』

人

書
院
、
一
九
八
二
年
）
な
ど

を

機
と
し
て

ん
に
な
っ
た
「

敎
と
古
代
日
本

」
ブ
ー

ム
の
餘
波
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
長
屋
王
が

敎
に
心
を
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寄
せ
て
い
た
と
す
る
大
山

は
、
ブ
ー
ム
の
も
と
で

敎
の
影

に
つ
い
て

ん
に
論
じ
て
い
た
新
川
登
龜
男
の
長
屋
王
論
、「
奈

良
時
代
の

敎
と
佛
敎

長
屋
王
の
世
界

」

水
侑

『
論
集
日
本
佛
敎
史

第
二

奈
良
時
代
』、
雄
山
閣
、
一
九
八
六

年
）
を
有
力
な
材
料
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
川
自
身
は
、
ブ

ー
ム
が
沈
靜

し
た
後
は
、

敎
の
定
義
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
安

易
に

敎
の
影

を

く
や
り
方
の
問
題
點
を
指
摘
す
る
よ
う
に

な
っ
た２

）が
、
長
屋
王
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
九
年
に
刊
行
さ
れ
た

書
、『

敎
を
め
ぐ
る
攻
防

日
本
の
君

、

士
の
法
を
崇

め
ず
』

大
修

書
店
）
で
も
、
先
の
論

と
ほ
ぼ
同

の
議
論
を

展
開
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

德
太
子
關

記

に

敎
の

素
が

見
ら
れ
る
と
す
る
上
記
の

究

た
ち
の

張
を

證
し
て
み
た

い
。
ブ
ー
ム
の
立
役

や
そ
の
影

を
受
け
た

究

た
ち
の

が
、
詳
細
な
是
非
の

討
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
現
在
で
も
か
な

り
の
影

を
與
え
續
け
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

二

大
山

一

の

證

『
日
本
書
紀
』
の

德
太
子
關

記

の
う
ち
、
大
山
が

敎

だ
と
す
る
の
は
、

一
）太
子
誕
生
時
の
記

、

二
）片
岡
山
飢

話
、

三
）慧
慈
の
死
、
の
三
點
で
あ
る
。
ま
ず
、
推
古
元
年

條
に
見
え
る
太
子
誕
生
時
の
記

は

の

り
で
あ
る
。

立
厩

豐
聰
耳
皇
子
爲
皇
太
子
。
…
…
生
而
能
言
。
有

智
。

壯
、
一
聞
十
人
訴
、
以
勿
失
能
辨
。

知
未
然
。

大
山
は
、
こ
の
部
分
は
「『
史
記
』

紀
」
の
「
生
而
神
靈
、

而
能
言
、
幼
而

齊
、
長
而
敦

、

而
聰

」
に
基
づ
く
と

し
、
ま
た

の
曾
孫
の
高
辛
に
つ
い
て
「
生
而
神
靈
、
自
言
其

名
。
普
施
利
物
、
不
於
其
身
。
聰
以
知

、

以
察
微
」
と
記
さ

れ
て
い
る
箇

の
後

部
分
を
大
げ
さ
に
言
い
換
え
た
も
の
と
す

る
。
そ
し
て
、
奈
良

の

人
が
好
ん
で
い
た
『
莊
子
』
に
は

が
登
場
し
て
い
る
う
え
、
日
本
で
學
ば
れ
た
醫
書
は
『

素

問
』
な
ど

に

託
さ
れ
た
書
物
が
多
く
、『

素
問
』
で

は

は

敎
の

人
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
少
な
く
と
も
奈

良

期
の

人
た
ち
に
と
っ
て
、

が

敎

な
存
在
と
見
な
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さ
れ
て
い
た
こ
と
は

白
」
で
あ
る
以
上
、「『
史
記
』

紀
に

よ
っ
て
書
か
れ
た

德
太
子
の
特
異
な
能
力
も
、

敎

イ
メ
ー

ジ
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
も
は
や
疑
う
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
」
と
論
じ
る
。
ま
た
、「

ね
て
未
然
を
知
る
」

と
い
う
の
は
「
豫
言
あ
る
い
は

緯
」
に
屬
す
る
た
め
、「
廣
い

味
で

敎
に
屬
す
る
」
と

い
て
い
る
（
大
山
、
二
六
三
頁
）。

し
か
し
、『
史
記
』
五

本
紀
の

條
に
は
「
生
而
能
言
」

に

い
表
現
は
あ
る
も
の
の
、「

智
」、
多
數
の
人
の
話
を
一
時

に
聞
く
、
未
來
を
知
る
、
な
ど
の
點
が
缺
け
て
い
る
う
え
、

緯

を
「
廣
い

味
で

敎
に
屬
す
る
」
と

べ
る
の
は
問
題
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
言
い
回
し
は
、
福
永
光
司
の
影

に
よ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、『
日
本
書
紀
』
推
古
十
年
條
に

勒
が

「

本

び
天

地
理
書
、

せ
て
遁
甲
方

の
書
」
を
も
た
ら

し
た
と
あ
る
點
に
つ
い
て
、
福
永
は
、
遁
甲
方

の
書
の
み
で
な

く
、「

本
お
よ
び
天

地
理
書
」
も

敎
敎
理
と
密
接
な
關

を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
「
廣
い

味
で
は

敎
の
基
礎

な
敎
理

書
と
も
見
な
し
う
る

で
あ
る３

）」
と

べ
て
い
る
。

々
な

方

や
思
想
が

敎
の
う
ち
に
取
り

ま
れ
た
こ
と
と
、
そ
う
し

た
方

や
思
想
そ
れ
自
體
を

敎
と
言
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
は
別

な
話
だ
が
、
福
永
は
そ
れ
ら
を

確
に
區
別
し
て
お
ら
ず
、
大
山

は
そ
う
し
た
福
永
の
發
想
や
表
現
を
受
け

い
だ
の
で
あ
る
。

「
生
而
能
言
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、『
抱
朴
子
』「
極
言

」
に
「

生
而
能
言
、
役
使
百
靈
」
と
あ
り
、『
藝

聚
』

王
部
の

條
に
も
「
抱
朴
子
曰
、

生
而
能
言
、
役
使
百

靈
」
と
し
て
收

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「

智
」
や
豫
知
に
つ
い

て
は
、『
列
仙
傳
』
に
「

…
…

而
能
言
、

而
預
知
、

知
物
之
紀
」
と
見
え
る
。
直
接
の
典
據
と
し
て
は
、『
抱
朴
子
』

や
『
列
仙
傳
』、
あ
る
い
は
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
用
例
を
含
む

書

や
そ
の

略
本
を
利
用
し
た
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

筆

は
、
か
つ
て
「

法
十
七
條
」
に
つ
い
て
論
じ
た
際
は
、

「

法
十
七
條
」
を

め
と
す
る
太
子
關

記

が

書
の
「

」

の
項
目
を
利
用
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た４

）。
ま
た
、

尾
伸

一

も
、
福
永
の

敎
影

に
關
し
て
「

敎
經
典
の
傳
來

や
、『
藝

聚
』『

學
記
』『
北
堂
書
鈔
』
な
ど
、
古
代
の

知
識

が
用
い
た

書
の
存
在
は
、
ほ
と
ん
ど

慮
さ
れ
て
い
な

い
」
と
批

し
て
い
る５

）。
太
子
關
聯
記

の
う
ち

敎

な
箇
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は

敎
に
も

じ
て
い
た

慈
が
書
い
た
と
す
る
大
山
も
、
福
永

同

、

書
利
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
は

れ
な
い
。

た
だ
、

尾
は
、
奈
良
時
代
の
寫
經
で
は
『
大
般
若
經
』
の
跋

に
の
み

敎

な

言
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
論

、

「
古
寫
經
の
跋

と

敎

思
惟
」

中
井
眞
孝

『
論
集
奈
良
佛

敎
５

奈
良
佛
敎
と
東
ア
ジ
ア
』
雄
山
閣
、
一
九
九
五
年
）
で
は
、

新
川
の
長
屋
王
論

に
つ
い
て
は
、
自

と
同

、『
大
般
若
經
』

跋

の

敎

素
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
た
め

價
が
甘
く
な

っ
た
の
か
、「

緻
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
」
と
賞

し
、
そ

の

容
を
詳
し
く
紹
介
し
た
後
、「
新
川
氏
の
多
岐
に
亘
る

論

は
、
日
本
古
代
に
お
け
る
佛
敎
と

敎
の
受
容
形
態
を
考
え
る
う

え
で
多
く
の
示
唆
に
富
む
」
と

し
て
い
る
。
古
代
日
本
の

敎

受
容
に
つ
い
て
實
證

な

究
を
積
み
重
ね
て
い
た

尾
の
こ
う

し
た
高
い

價
は
、
大
山
が
新
川

を
利
用
す
る
う
え
で
お

附

き
を
與
え
る
結
果
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、「
聰
」「
智
」
で
あ
っ
て
「
未
然
を
知
る
」
と
い
う
點
に

つ
い
て
言
え
ば
、『
日
本
書
紀
』
崇
神
天
皇
十
年
九

條
に
「
是

天
皇
姑
倭
迹
々
日
百
襲

命
、
聰

叡
智
、
能
識
未
然
」
と
あ
り
、

似
が
目
立
つ
こ
と
を

田
東
二
が
指
摘
し
て
い
る６

）。
こ
う
し
た

箇

も
、「『
史
記
』

紀
」
に
基
づ
い
て

慈
が
書
い
た
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
佛
敎

で
は
、『
大
智
度
論
』
が
能
施
太
子
に
つ
い

て
「
生
而
能
言
」

大
正
二
十
五
、
一
五
一
上
）
で
あ
っ
た
と
し
、

別
の
箇

で
「

人
亦
如
是
。
有

智
力
、
雖
未

而
能
知
能

見
」

五
三
○
中
）
と

き
、『

實
論
』
が
「

如
餘
人

爲
、

人
能
知
。
亦
未
來
事
未
生
未
有
、

智
能
知
」

大
正
三
十
二
、

二
七
九
中
）
と

く
な
ど
、「

人
」
關

で
「

智
」
や
未
來

豫
知
が

か
れ
る
例
が
多
少
見
ら
れ
る
。「

知
未
然
」
も
、『
六

度
集
經
』
の
「

王
の
子
が
）
預
知
未
然
」

大
正
三
、
四
八
下
）、

『
經
律
異
相
』
の
「
豫
知
未
然
」

大
正
五
三
、
二
○
一
上
）
な
ど
、

訓
讀
す
れ
ば
推
古
元
年
條
と
同
じ
に
な
る
例
が
複
數
あ
る
。「
一

聞
十
人
訴
、
以
勿
失
能
辨
」
に
つ
い
て
も
、『
大
品
般
若
』

大
正

八
、
三
八
八
上
）
と
そ
の

釋
で
あ
る
『
大
智
度
論
』

六
七
二

上
）
に
は
、「
是
菩
薩
用
天
耳
淨

於
人
耳
。
聞
十
方

佛

法
、

如

聞
不
失
、
能
自
饒

亦

他
人
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
菩

薩
は
常
人
の
耳
よ
り
淨
ら
か
な
天
耳
に
よ
っ
て
十
方

佛
の

法
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を
聞
き
、
し
か
も
聞
い
た
と
お
り
に
記
憶
し
て

れ
な
い
、
と
す

る
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
「
勿
失
」
に
つ
い
て
は
、「
あ
や

ま
ち
た
ま
は
ず
」
と
訓
ま
れ
て
き
た
が
、「

失
せ
ず
」
の

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
厩

豐
聰
耳
皇
子
」
と
い
う
名

の
由
來

を

い
た
箇

で
、
佛
敎
百
科
事
典
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る

『
大
智
度
論
』
の
記

が
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

は
興
味
深
い
。

な
お
、「
以
勿
失
能
辨
」
に
つ
い
て
は
、「
不
」
と
す
べ
き
と
こ

ろ
を
「
勿
」
と
し
た

用
で
あ
っ
て
倭

で
あ
る
こ
と
、
同
じ

用
が

德
太
子
關

記

で
あ
る
片
岡
山
飢

話
に
も
見
え
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
森
博

が
指
摘
し
て
い
る７

）。
森
は
、「

法

十
七
條
」
を
含
め
、『
日
本
書
紀
』
の
太
子
關

記

に
は
倭

が
き
わ
め
て
多
い
た
め
、

に
十
六
年
も
留
學
し
た

慈
の
筆
と

は
考
え
ら
れ
な
い
と

べ
、
大
山
の

張
は
「
空
想
」「

想
」

に

ぎ
な
い
と
し
て
嚴
し
く
批

し
た８

）。

慈

は
、
大
山

の

德
太
子

構

の

め
と
な
る
も
の
だ
が
、
大
山
は
森
の
批

に
ま
っ
た
く
答
え
て
い
な
い
。
こ
の
點
は
、
大
山
と
と
も
に

構

を
推

し
て
き
た
吉
田
一
彥
に
つ
い
て
も
同

で
あ
る
。
吉

田
は
、『
日
本
書
紀
』
の

纂
に
は
複
數
の
人

が
關
わ
っ
て
い

た
の
だ
か
ら
、「
森
の
新

と

慈
關
與

と
は
決
し
て
矛
盾
・

對
立
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い９

）」
と

べ
た
の
み
で
、
以
後
詳

し
い
議
論
を
し
て
い
な
い
が
、

な

用
が
多
數

っ
て
い

る
と
な
れ
ば
、

慈
が
關
與
し
た
と
は
言
え
な
く
な
ろ
う
。

慈

の

作
は
、『
續
高

傳
』
な
ど
美

の
中
國
佛
敎

の
表
現

を

ん
に
利
用
し
、
對
句
を
多
用
し
て
美
辭
を

ね
て
い
く
傾
向

が
あ
る
こ
と
は
、
小
島

之
と
ほ
か
な
ら
ぬ
吉
田
自
身
が
解

し

た
こ
と
で
あ
り10

）、

慈
の
そ
う
し
た

體
は
、
倭

が
目
立
つ

『
日
本
書
紀
』
の
太
子
關

記

と
は

く
異
な
る
の
で
あ
る
。

實
際
、
大
山
が
二
十
二
箇

に
區
分
け
し
た
『
日
本
書
紀
』
中

の
太
子
關

記

の
う
ち
、
少
な
く
と
も
十
三
箇

は
倭

を
含

ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
推
古
十
一
年
十
一

朔
條
の
「
我
有

佛
像
。
誰
得
是
像
以
恭

」
の
「

佛
像
（

き
佛
像
）」
は
、

『
維

經
義
疏
』
の
「

宮

女
人
」

大
正
五
六
・
三
四
○
下
）

の
「

女
人
（

き
女
人
）
」
と
同

、

言
と
し
て
熟
さ
ず
、

「
誰
得
是
〜
」
も
用
例
が
無
く
「
誰
得
此
〜
」
の
方
が
自
然
で
あ

る
。
推
古
十
四
年
七

條
の
「
天
皇

皇
太
子
、
令

鬘
經
。
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三
日

竟
之
」
の
「
之
」
は
、

鮮

や
日
本

に
多
く
見

ら
れ
る
中
止
法
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
に
頻
出
す
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
奇
用
で
あ
る
。

に
片
岡
山
飢

解

話
に
つ
い
て
は
、
問
題
に
な
る
後

部
分
だ
け

げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

則
歌
之
曰
、
…
…
。
皇
太
子

使
令

飢

。
使

來
之

曰
、
飢

死
。
爰
皇
太
子
大
悲
之
。
則
因
以
葬
埋
於
當
處
。

墓
固
封
也
。
數
日
之
後
、
皇
太
子
、
召

、
謂
之
曰
、

先
日
臥
于

飢

、
其
非
凡
人
。
必
眞
人
也
。

使
令

。

於
是
、
使

來
之
曰
、
到
於
墓

而

之
、
封
埋
勿
動
。

乃
開
以
見
、
屍
骨

空
。
唯
衣

置
棺
上
。
於
是
、
皇
太

子
、
復

使

、
令
取
其
衣
、
如
常
且

矣
。
時
人
大
異
之

曰
、

之
知

、
其
實
哉
、

惶
。

大
山
は
、
右
の
話
は

敎
の

解
仙
に
基
づ
く
と
し
、

の
西

寺
の

宣
は
神
異
を
重
ん
じ
た
人
物
で
あ
っ
て
「
陰
陽
・

緯

に

い
關
心
を
示
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

敎
に

じ
る
も

の
で
あ
っ
た
」
以
上
、

宣

後
と
は
い
え
、
西

寺
に
留
學
し

て

宣
に
傾
倒
し
た

慈
ほ
ど
「

解
仙
に

じ
て
い
た
人
物
は

い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、
飢
え
た

に
衣

を
與
え
る
の
は
儒
敎
の

人
の
行
な
い
で
あ
る
こ
と
は
、
榎
本

福
壽
が
指
摘
し
て
い
る

り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仁
德
天
皇
七

年
四

條
に
お
い
て
、
人
々
の
貧
窮
ぶ
り
を
見
て
課
役
を

除
し

た
際
の
仁
德
天
皇
の
言
葉
に
「
古

王

、
一
人
飢

、

之
責

身
」
と
あ
る
の
は
、『

苑
』

第
一
「
君

」
に
「
有
一
人

則
曰
、
此
我

之
也
」
と
あ
る
の
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
片
岡

山
飢

話
に
お
い
て
太
子
が
十
二

に

ば
た
の
飢

に
衣

を
與
え
た
の
は
、
同
じ
『

苑
』
の

五
「
貴
德
」
が
、「

人

之
於
天
下
百
姓
也
、
其

赤
子
乎
。
饑

則

之
、

則
衣

之
」
と

べ
る

人
像
に
重
な
る
と
、
榎
本
は
指
摘
す
る
。
榎
本

は
、『

苑
』
の
こ
の
箇

が
『
藝

聚
』

二
十
「

」
の

項
に
も
收

さ
れ
て
い
る
こ
と
に

し
て
い
る11

）。

ま
た
、

話
の
結
論
と
な
っ
て
い
る
「

之
知

、
其
實
哉

（

の

を
知
る
こ
と
、
其
れ
實
な
る
か
な
）
」
と
い
う
世
人
の
言
葉

は
、『
太
平
御

』

四
○
一
、
人
事
部
四
十
二
、「
叙

」
が
引

く
佚
書
、
晉
・
袁
準
の
『
袁
子
正
書
』
が
「
唯

知

、
唯
賢
知

賢
、
信
乎
」
と
し
て
い
る
の
と
同

容
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
、
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先
の
『
藝

聚
』
の
例
な
ど
か
ら
見
て
、
推
古
紀
の
こ
れ
ら
の

記

は
、
と
も
に
南
北

期
の

書
や
そ
の

略
本
の
「

」
な

ど
の
項
目
を
利
用
し
た
可
能
性
が
高
い
。

な
お
、
片
岡
山

話
で
は
、
太
子
は
飢

が
眞
人
で
あ
る
こ
と

を
見

き
、
飢

と
同

「

」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、

解
し
た

は

敎
で
は
「
仙
」
で
あ
っ
て
「

」
で
は
な

い
う
え
、
太
子
自
身
が

解
し
た
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
大
山
は

こ
れ
に
つ
い
て
、
長
屋
王
は
「

敎
好
み
」
で
あ
っ
た
も
の
の
、

不
比
等
は
太
子
を
「

敎

仙
人
」
と
し
て
描
く
こ
と
は
許
さ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、

慈
が
介
在
し
て

整
し
た
の
だ
ろ
う

と
推
測
し
て
い
る
が
、
長
屋
王
が

敎
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
直
接

料
は
無
く
、
ま
た
、
不
比
等
・
長
屋
王
・

慈
の
三

人
が
共
同
し
て
『
日
本
書
紀
』
の

纂
に
關
與
し
た
證
據
も
無
い
。

慈
が
關
與
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、『
日
本
書
紀
』
の

德
太

子
像
に
は
般
若
經
典
と
戒
律
を
重
ん
じ
た

慈
の
佛
敎

が
反
映

す
る
は
ず
だ
が
、
そ
う
し
た
形
跡
も
ま
っ
た
く
無
い
の
で
あ
る12

）。

な
お
、
語
法
に
つ
い
て
言
え
ば
、
片
岡
山
飢

話
の
う
ち
、

「
封
埋
勿
動
」
の
「
勿
」
が

用
で
あ
る
こ
と
は
先
に

れ
た
。

森
は
そ
れ
以
外
で
は
、「
歌うた
之ひて
曰
」
の
「
之
」
も
中
止
法
で
あ
っ

て
奇
用
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
歌
之
曰
」
と
い
う
形
は
『
日

本
書
紀
』
に
は
多
い
も
の
の
、
訓
讀
風
な

で
書
か
れ
た
β
群

に

在
す
る
と
し
て
い
る
（
森
、
一
一
四
〜
一
一
七
頁
）。
飢

話
に
二
度
見
え
る
「

來
之
曰
」
も
同
じ
用
法
だ
が
、「

來
之

曰
」
は
『
日
本
書
紀
』
で
は
仁
德
天
皇
六
十
二
年
條
に
見
え
る
の

み
で
あ
り
、「

使
令

」
と
い
う
表
現
も
同
五
十
年
條
に
見
え

る
の
み
で
あ
る
。

慈
は
、
仁
德
紀
に
つ
い
て
も
か
な
り
の
量
を

他
に
合
わ
せ
た
倭

ま
じ
り
の

體
で
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

語
法
に
關
し
て
は
、「
如
常
且

矣
」
と
い
う
部
分
も
破
格
で

あ
る
。「
且
」
は
「
そ
の
う
え
」
の

味
で
あ
る
な
ら
、

の

に
來
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
訓
の
「
ま
た
」
が
示
す
よ
う
に

「

に
着
て
い
た
時
と
同

に
ま
た
」
の

で
あ
れ
ば
、「
復
」
な

ど
を
用
い
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
こ
で
用
い
た
の
は
「
ま
た
」
と
い

う
訓
に
引
き
ず
ら
れ
た

用
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
乃
開
以

見
」
も

用
で
あ
る
。「
見
」
は

識
し
て
見
つ
め
る
動
作
で
な

く
、
目
に
入
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
っ
て
「
現
」
に

じ
る
が
、
こ

こ
で
の
「
開
以
見
」
は
「
開
け
て
、
そ
し
て
じ
っ
と
見
る
と
」
で
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は
な
く
、
現
代
語
の
「
開
い
て
み
る
と
」
に

い
。

鮮
語
で
は

「p
o
d
a

（
見
る
）
」
の
語
を
動
詞
の
後
に
續
け
、「
〜
し
て
み
る
」

の

で
用
い
る
の
と
同

で
あ
り
、
じ
っ
く
り

察
し
て

べ
る

の
で
あ
れ
ば
、
直

の

の
よ
う
に
「

」
や
そ
の

の
語
を
用

い
る
べ
き
で
あ
る
。
實
際
、
神
功
皇
后
攝
政
元
年
二

條
で
は
、

「
開
墓

之
」
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
中
國

で
も
「
開
〜

」

な
ど
の
用
例
が
多
い
の
に
對
し
、「
開
以
見
」
は
中
國
の

な

古
典
に
も
大
正
大
藏
經
に
も
用
例
が
な
い
。「
開
而
見
」
に
し
て

も
、
大
正
大
藏
經
で
は
日
本
撰

に
し
か
登
場
し
な
い
。
上

代
の

の
う
ち
、『
萬
葉
集
』

九
の
「
詠
水
江
浦
島
子
一
首

短
歌
」
の
「
此
筥
乎
開
而
見
手
鹵
（
こ
の
筥
を
開
き
て
見
て

ば
）
」
の
句
で
は
、
少
し
開
け
た
段
階
で
白
雲
が
出
て
き
て
い
る

た
め
、
こ
れ
も
玉
手
箱
の
中
を
し
げ
し
げ
と
眺
め
た
と
い
う
の
で

は
な
く
、「
開
け
て
み
た
と
こ
ろ
」
の

で
あ
ろ
う
。「
唯
衣

置
棺
上
」
も

と
し
て
は
不
自
然
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
片
岡
山
飢

話
は
倭

で
滿
ち
て
お
り
、

慈
の

と
は
考
え
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、

解
部
分
が
含
ま

れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不

で
あ
り
、

に
は
『
日
本
書

紀
』

纂

に
よ
っ
て
潤
色
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
片
岡
山
に
お

け
る
太
子
と
飢

と
の
關
わ
り
を

い
た

話
、
そ
れ
も
変
則

で
書
き
記
し
た

話
は
、『
日
本
書
紀
』
の

纂
段
階
以

か
ら
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

片
岡
山
に
つ
い
て
は
、
百
濟
王
氏
の
後
裔
と
自

す
る
大
原
博

士
（
大
原
史
）
氏
出
身
で
あ
る

大
寺
（
法
隆
寺
）
の
德
聰
法
師
、

片
岡
王
寺
の
令
辨
法
師
、
飛
鳥
寺
の
辨
聰
法
師
の
三
人
が
、
父
母

の
た
め
に
甲
午
年
（
六
九
四
）
に

像
し
た
と
い
う
金
銅

菩

薩
像
の

像
記
銅
板
（
法
隆
寺

藏
）
が
示
す
よ
う
に
、
片
岡
山

の
傍
ら
に
あ
る
片
岡
王
寺
は
、
法
隆
寺
と

が
深
く
、
大
原
史
の

一
族
は
、
法
隆
寺

く
と
片
岡
王
寺
の

く
に
居

し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る13

）。

尾
は
、
そ
の
よ
う
に
法
隆
寺
や
片
岡
王

寺
と
淺
か
ら
ぬ
由

を
持
っ
た
大
原
史
氏
が
、
自
ら
の
居

地
と

信
奉
す
る
佛
敎
、
さ
ら
に
百
濟
王
家
と
の
結
び
つ
き
を

外
に

く
印

づ
け
よ
う
と
し
て
、
太
子
と

解
仙
の
傳
承
を
構

し
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
、
一
部
の

素
が

似
し
た
新
羅
の

話
に

し
て
い
る14

）。

尾
は

確
に
は

べ
て
い
な
い
が
、
こ
の
推
定
は
、
そ
う
し
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た

話
が
『
日
本
書
紀
』
の

纂
段
階
以

に
形

さ
れ
始

め
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
實
際
、
こ
の

話
の

舞
臺
と
な
っ
た
飢

の
墓
や
太
子
の
墓
と
さ
れ
る

構
は
、
七
世

紀
中
頃
か
ら
整
備
さ
れ
始
め
て
い
る
こ
と
が
発
掘
結
果
か
ら
知
ら

れ
る
た
め
、
そ
の
頃
か
ら
八
世
紀

に
か
け
て
、

德
太
子
信

仰
の
高
ま
り
の
中
で

德
太
子
關
聯
の

跡
が
整
備
さ
れ
て
い
っ

た
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る15

）。
ち
な
み
に
、
右
の
大
原
博
士
氏
の

像
記
は
「

生
父
母
報
恩
敬
奉

世

菩
薩
像
」
と
な
っ
て
お

り
、
變
則

で
書
か
れ
て
い
る
。

に
、
慧
慈
の
死
を
描
い
た
箇

も
、
倭

が
目
立
つ
。
直

の
太
子
の
死
の
場
面
か
ら
引
い
て
お
く
。

夜
廐

豐
聰
耳
皇
子
命
、
薨
于
斑
鳩
宮
。
是
時
、

王

臣

天
下
百
姓
、
悉
長
老
如
失
愛
兒
、
而
鹽
酢
之
味
、
在
口

不
嘗
。
…
…
高
麗

慧
慈
、
聞
上
宮
皇
太
子
薨
、
以
大
悲
之
。

爲
皇
太
子
、

而
設
齋
。
仍
親

經
之
日
、
誓
願
曰
、
於

日
本
國
有

人
。
曰
上
宮
豐
聰
耳
皇
子
。
固
天

。
以
玄

之
德
、
生
日
本
之
國
。
苞
貫
三
統
、
纂
先

之
宏
猷
、
恭

敬
三
寶
、
救
黎
元
之
厄
。
是
實
大

也
。
今
太
子

薨
之
。

我
雖
異
國
、
心
在

金
。
其
獨
生
之
、
何

矣
。
我
以
來
年

二

五
日
必
死
。
因
以

上
宮
太
子
於
淨
土
、
以
共

衆
生
。

於
是
、
慧
慈
當
于
期
日
而
死
之
。
是
以
、
時
人
之
彼
此
共
言
、

其
獨
非
上
宮
太
子
之

。
慧
慈
亦

也
。

「
玄

」
は
『
莊
子
』
由
來
の
語
だ
が
、

體
と
し
て
は
佛

敎
・
儒
敎
色
が

く
、

敎
を
思
わ
せ
る
箇

が
な
い
こ
と
は

か
で
あ
ろ
う
。
大
山
自
身
、
そ
の
こ
と
を

め
て
お
り
、「
玄

素
王
の

」
の
「
素
王
」
は
、

王
た
る
べ
き
德
を
有
し
な
が
ら

そ
の
位
に
い
な
い

を
指
し
、『

書
』
や
『

』
で
は
孔
子

を

味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、「
必
ず
し
も
老

莊

と
は
言
え
な
く
な
る
」
と

べ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
山
は
、

「
老
莊

傾
向
の

い
長
屋
王

邊
か
ら
見
て
、
や
は
り
『
莊
子
』

を
踏
ま
え
た
用
法
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
そ
の

を

す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
佛
敎
關
係
の
記

の
う

ち
に
老
莊
思
想
が

引
に

り

ん
で
い
る
形
だ
と
し
、

敎

な
太
子
像
を

り
あ
げ
た
い
長
屋
王
と
、
儒
敎
に
立
脚
し
て
い
て

敎
に
反
對
し
て
い
た
不
比
等
の

に
立
っ
た

慈
が
、
不
比
等

の
許
容
す
る
範
圍
で
長
屋
王
の
好
み
を
生
か
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
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協
の
產
物
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
大
山
、
二
九
四
頁
）。
す
な
わ

ち
、
大
山

に
お
い
て
は
、
困
っ
た
時
に
は
常
に

慈
が
登
場
し

て
デ
ウ
ス
・
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
の
役

を
果
す
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、「
其
獨
非
上
宮
太
子
之

、
慧
慈
亦

（
其
れ
獨

り
上
宮
太
子
の

に
ま
し
ま
す
の
み
に
非
ず
。
慧
慈
も
亦
た

な
り
け

り
）
」
と
あ
る
部
分
は
、『
日
本
書
紀
』
や
他
の
和
風

に
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
否
定
詞
の
位
置
が

っ
て
お
り
、「
獨
り

〜
の
み
〜
な
る
に
非
ず
」
と
し
た
い
な
ら
「
非
」
は
「
獨
」
よ
り

に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
森
が
指
摘
ず
み
で
あ
る

（
森
、
一
四
九
頁
）。
ま
た
、「

王

臣

天
下
百
姓
、
悉
長
老
如

失
愛
兒
…
…
。
少
幼
如

慈
父
母
…
…
」
と
あ
る
が
、「
悉
」
は

副
詞
で
あ
っ
て
用
言
に
か
か
る
た
め
、
こ
こ
で
の
位
置
は

っ
て

い
る
。
他
に
は
「
薨
之
。
…
…
生
之
、
…
…
死
之
。」
と
あ
っ
て
、

中
止
法
の
「
之
」
が
三
回
も
用
い
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、「
時
人
之

彼
此
共
言
」
な
ど
と
い
う
破
格
の

も
あ
り
、
倭

で
滿
ち
滿
ち

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

慈
が
書
い
た
「

敎
關
係
記
事
」
だ
と
大

山
が

張
す
る
三
箇

は
、
い
ず
れ
も
倭

が
目
立
つ
た
め
、

慈
が

敎

を
直
接
利
用
し
て
書
い
た

敎

な
記

で
は
あ

り
え
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

三

新
川
登
龜
男

の

證

そ
の
大
山
が
依
據
し
た
新
川
登
龜
男

に
よ
れ
ば
、
長
屋
王
が

左

と
さ
れ
て
自

さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
神
龜
五
年
五

十
五
日

の
長
屋
王
の
發
願
に
基
づ
い
て
寫
經
さ
れ
た
『
大
般
若
經
』
の
跋

が
、

敎

な
世
界

を
示
し
て
お
り
、
長
屋
王
の
父
母
で
あ
る

高
市
皇
子
と
そ
の
妃
を
頂
點
と
す
る
神
靈
の
秩
序
こ
そ
が
皇
統
を

護
る
と
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
ず
、
根
津
美

藏
の
神
龜
經

書
の
う
ち
、
願

部
分
だ
け
を
句
讀
を
附
け
ず

に
左
に

げ
る
。

神
龜
五
年

戊
辰
五

十
五
日
佛
弟
子
長
王

至

發
願
奉
寫
大
般
若
經
一
部
六
百

其
經
乃

行
行
列
華

句
句
含
深
義
讀
誦

蜀

去

被

福
臻
榮
以
此
善
業
奉

登
仙
二

神
靈
各
隨
本
願

生
上
天
頂
禮
彌
勒
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淨
域
面
奉
彌
陀
竝

聞
正
法
俱
悟

生

以

此
善
根
仰

現
御
寓
天
皇

開
闢
以
來
代
代

皇
三
寶

護
百
靈
影
衞
現
在

榮
於
五
嶽

保
壽
於
千

登
仙

生
淨
國
昇
天
上
聞
法
悟

脩
善

覺
三
界
含
識
六
趣
稟
靈

願
不

有
心
必

獲

矣
因
果

焉
罪
福
六
度
因
滿
四
智
果
圓

新
川
は
、
こ
の
跋

は
、
奈
良
時
代
の
ど
の
願
經

跋
と
も

相
が
異
な
っ
て
お
り
、「
蜀

」
や
「
登
仙
」
や
「
五
嶽
」
や

「
靈
」
な
ど
の
語
が
示
す
よ
う
に
、

敎
の
色

が
濃
い
と
い
う
。

そ
し
て
、『
禮
記
』
で
は
「
天
子
祭
天
下
名
山
・
大
川
、
五
嶽

三
公
、
四
賣

候
」
と
あ
っ
て
、
五
嶽
は
三
公
と
對
應
さ
れ
て

い
る
が
、
三
公
は

代
で
は
大
尉
・
司
徒
・
司
空
で
あ
り
、
日
本

で
は
太
政
大
臣
・
左
大
臣
・
右
大
臣
が
こ
れ
と
比
較
對
照
さ
れ
る

の
が
例
で
あ
っ
た
た
め
、「
榮
を
五
嶽
と

う
」
と
は
、
左
大
臣

で
あ
っ
た
長
屋
王
が
「
左
大
臣
の
榮
位
を
あ
く
ま
で

求
し
、
誇

す
る
」
こ
と
で
あ
り
、「
地
で
の
榮
位
を

み
極
め
る
と
い
う

味
」
だ
と
す
る
。『
抱
朴
子
』
な
ど
で
は
そ
の
五
嶽
に
も
そ
れ

ぞ
れ
神
靈
が

め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
長
屋
王
の
父
母
で
あ
る
高

市
皇
子
と
妃
は
「
登
仙
二

神
靈
」
と

さ
れ
、
平
出
に
す
る
ほ

ど
敬

を
拂
わ
れ
て
い
る
の
に
對
し
、
現
在
の

武
天
皇
や
代
々

の
天
皇
に
は
「
靈
」
や
「
神
靈
」
の
語
が
附
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

武
天
皇
と
代
々
の
天
皇
は
神
靈
側
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
百
靈
に

「
影
衞
」
さ
れ
る
側
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
新
川
は
さ
ら

に
、「
以
此
善
業
」
と

っ
て
「

以
善
根
」
と
な
っ
て
い
て

「
以
善
根
」
の

が
闕
字
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
登
仙
二

神

靈
」
の
あ
り
方
が
「
此
善
根
」
の
不
可
缺
の

提
と
な
っ
て
い
る

た
め
で
あ
り
、「
百
靈
影
衞
」
と
は
、

に
百
靈
が
天
皇
た
ち
を

影
衞
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
百
靈
を

い
る
「「
登
仙
二

神
靈
」
の
あ
り
方
が
影
衞
す
る
と
い
う
こ
と
を

示
し
」
て
い
る

の
だ
と

く
。
そ
し
て
、
長
屋
王
は
、「
現
在
」
は
人
臣
と
し
て

位
を
極
め
て
長
壽
を
保
ち
、

後
は
「
登
仙
」
し
て

き
父
母
の

「
神
靈
」
の
世
界
に
加
わ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
と
論
ず
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
森
田
悌
が
批

し
て
い
る
よ
う
に
、「
現
在

」
と

は

位
し
て
い
る

武
天
皇
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、「
登
仙

」
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は

く
な
っ
た
天
皇
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
言
う
「
神

靈
」
と
は
故
人
の
靈
に
對
す
る

敬
表
現
に
す
ぎ
な
い16

）。「
登
仙
」

に
つ
い
て
は
、
確
か
に
神
仙
思
想
や

敎
の
語
だ
が
、

行
無
常

を

く
佛
敎
に
は
、
高
貴
な
人
物
が
死
の
世
界
に
赴
く
こ
と
を
格

高
く

べ
る
表
現
が
な
い
た
め
、
神
仙
思
想
や

敎
の
用
語
を

借
り
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
佛
敎
の
願

な
ど
で
天
皇
の
死
に

つ
い
て

べ
る
際
、「
登

」
や
「
登
霞
」
な
ど
と
い
っ
た
神
仙

思
想
や

敎
由
來
の
語
を
美
辭
と
し
て
用
い
る
の
と
同
じ
こ
と
な

の
で
あ
る
。
死

が
赴
く
淨
土
や
天
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
神
仙
境

の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

に
中
國
の
段
階

で
そ
う
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、「
登
仙
二

神
靈
」
の
存
在
を
踏
ま
え
て
い
る
か
ら
闕

字
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
「

以
此
善
根
」
の
空
白
部
分
は
、

敬

を
示
す
闕
字
で
は
な
く
、

に

の
行
と
字
數
を
同
じ
に
し

つ
つ
下
端
の
位
置
を
揃
え
る
た
め
に
「

」
の
下
の
字

が
廣
い

め
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

「
百
靈
」
に
つ
い
て
は
、

敎

や
そ
の
影

を
受
け
た
知

識
人
の

で
よ
く
用
い
ら
れ
た
語
だ
が
、

代
に
は
佛
敎
で
も
用

い
ら
れ
て
い
る
。
現
に
、
新
川
自
身
が
見
い
だ
し
た
「
百
靈
」
の

用
例
の
う
ち
、『
東
大
寺

』
八
に
收
め
る
大
佛
殿
日
曼
荼
羅

西
右

に
し
て
も
、「
伏
願
、
皇
太
后
、
萬
善
莊
嚴
、
百
靈
擁

衞
、
災

頓
滅
、
福

恒
生
」
と
あ
っ
て
、
皇
太
后
が
百
靈
に
守

ら
れ
る
よ
う
願
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。「
百
靈
」
は
「
護
法
の

善
神
」
と
い
っ
た

度
の

の

で
氣
取
っ
た
表
現
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
特
に

敎

な

容
と
は
な
っ

て
い
な
い
。

「

高
神
」
で
あ
る
高
市
皇
子
と
そ
の
妃
の
「
神
靈
」
を
「
百

靈
」
と
と
も
に
「

き
護
る
」
と
い
う
「
六
趣
稟
靈
」
と
は
、

佛
・
菩
薩
・
天
・
人
・
畜
生
・

鬼
・
地
獄
の
六

に

す
る
命

あ
る

た
ち
を
指
す
。
つ
ま
り
、

鬼

や
地
獄
に

ち
て
い
る

た
ち
、
こ
の
世
の
人

や
動
物
た
ち
を
も
含
む
が
、
そ
う
し
た

た
ち
が
ど
う
し
て

く
な
っ
て
い
る
「
二

神
靈
」
を
「
影

衞
」
で
き
る
だ
ろ
う
。「
蜀

」
が

敎
關

で
用
い
ら
れ

る
語
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
讀
誦

、
蜀

去

」
と
あ
る
の
は

五
斗
米

以
來
の
『

德
經
』
五
千

讀
誦
と
關
係
が
あ
り
、
長

屋
王
も
そ
う
し
た
影

を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
と

べ
る
に
至
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っ
て
は
、
何
で
も

敎
に
結
び
附
け
よ
う
と
す
る

引
な
解
釋
と

し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
こ
の
願

は
、

代
佛
敎

に

に

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
神
仙
思
想
や

敎
由
來
の
語
を
氣
取
っ
て

用
い
た
美

の
願

で
あ
り
、
そ
の

は

の

り
で
あ
る
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

神
龜
五
年
の
五

十
五
日
に
、
佛
弟
子
で
あ
る
長
屋
王
が
、

信
仰
に
基
づ
く
眞
心
を
こ
め
て
發
願
し
、『
大
般
若
經
』
一

部
六
百

を
書
寫
し
奉
る
。
こ
の
經
は
、
ど
の
行
も
ど
の
行

も
華
や
か
な

を

ね
、
ど
の
句
も
ど
の
句
も
深
い

味

を
藏
し
て
い
る
。
こ
れ
を
讀
誦
す
る

は
、

を
除
き

を

去
る
こ
と
が
で
き
、

讀
す
る

は
功
德
を
得
て
繁
榮
す
る

に
至
る
。
こ
の
書
寫
の
善
業
の
功
德
を
、

く
な
ら
れ
た
お

二
方
（
父
母
）
の

靈
に
回
向
し
奉
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
お

二
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
日
頃
の
願
い

り
に
、
兜

天
に
生
ま

れ
て
彌
勒
菩
薩
を
頂
禮
し
、
あ
る
い
は
（
西
方
）
淨
土
に
ま

で

く
赴
い
て
目
の
當
た
り
に
阿
彌
陀
佛
に
お
仕
え
し
、
と

も
に
正
法
を
お
聞
き
し
て
無
生
法

を
得
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。

ま
た
、
こ
の
書
寫
の
善
根
を
、

ん
で
今
上
天
皇
な
ら
び
に

開
闢
以
來
の
代
々
の
天
皇
に
回
向
し
奉
る
。
そ
の
功
德
に
よ

っ
て
、
三
寶
が
こ
れ
ら
の
天
皇
が
た
を
護
り
、
ま
た
數
多
く

の
神
靈
が
影
の
よ
う
に
つ
き
從
っ
て
お
守
り
し
ま
す
よ
う
に
。

ご
存
命
の
今
上
陛
下
に
つ
い
て
は
、
悠
久
な
る
靈
山
で
あ
る

五
嶽
と
競
う
ほ
ど
榮
光
を
長
く
保
た
れ
、
千

ま
で
も
長
生

き
さ
れ
ま
す
よ
う
に
。

く
な
ら
れ
た
天
皇
が
た
に
つ
い
て

は
、
淨
土
に
生
ま
れ
、
あ
る
い
は
兜

天
に
昇
り
、
阿
彌
陀

佛
や
彌
勒
菩
薩
か
ら
法
を
聞
い
て

を
悟
り
、
善
業
を
實

し
て
無
上
の
正
し
い
悟
り
を
得
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。
三
界
の

命
あ
る

た
ち
、
六
つ
の
生
存
領
域
に
い
る
す
べ
て
の
命
あ

る

た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
願
い
が
か
な
わ
な
い
こ
と
が
な

く
、
心
有
る

は
、
必
ず
悟
り
を
獲
得
し
ま
す
よ
う
に
。

ら
か
で
あ
る
よ
、
因
果
は
。
貫
か
れ
る
こ
と
だ
、
罪
福
の
業

は17
）。

命
有
る
す
べ
て
の

は
、
六
波
羅
蜜
と
い
う
因
行
が
滿

じ
、
四
種
の
智
か
ら

る
果
と
し
て
の
悟
り
が
完

な
も
の

と
な
り
ま
す
よ
う
に
。

新
川
は
、「
登
仙
二

神
靈
」
と
は
、
父
母
に
對
す
る

な
る

善
の
表
現
で
は
な
く
、
威
力
に
滿
ち
た
「
神
靈
」
で
あ
る
こ
と
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を
示
す
の
で
あ
っ
て
、「
こ
の
點
を
、
決
し
て

讀
し
て
は
な
ら

な
い
」
と
力

す
る
が
、
そ
う
し
た
解
釋
こ
そ
、
佛
敎
學
や

敎

學
の
常
識
に
基
づ
か
な
い
多
く
の

讀
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
新
川
は
、
複
數
の
分
野
で
業
績
を
あ
げ
て
お
り
、

新
刊
の
『

德
太
子
の

史
學
』
も
有

義
な

作
だ
が
、

敎
の
影

に
關
す
る

期
の

論

、
と
り
わ
け
長
屋
王
に
關
す

る
論
考
は
、
何
で
も
安
易
に

敎
と
結
び
つ
け
る
「

敎
と
古
代

日
本

」
ブ
ー
ム
の
典
型
と
な
っ
て
い
る
。

四

福
永
光
司

の

證

冠
位
十
二
階
は
、「
德
」
の
下
に

常
の
「
仁
・
義
・
禮
・

智
・
信
」
と
は
異
な
る
「
仁
・
禮
・
信
・
義
・
智
」
と
い
う
順
で

五
常
を
置
き
、
そ
の
六
つ
の
項
目
を
「
大
德
・
小
德
、
大
仁
・
小

仁
…
…
」
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
大
・
小
に
開
い
て
十
二
階
と
し
て

い
る
。
先
に

れ
た
福
永
の
「

德
太
子
の
冠
位
十
二
階

德

と
仁
・
禮
・
信
・
義
・
智
の
序
列
に
つ
い
て

」
で
は
、「
德
」

の
下
に
「
仁
・
禮
・
信
・
義
・
智
」
の
順
で
五
常
を

す
る
の
は
、

六

時
代
に

立
し
た

敎
經
典
、『
太

書
』
に
限
ら
れ
る

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
經
の

九
に
見
え
る
「
德
・
仁
・
禮
・

信
・
義
・
智
」
と
い
う
「
六
階
の
序
列
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
福

永
は
、
冠
位
十
二
階
に
見
ら
れ
る
特
異
な
順
序
は
、「
そ
の

立

源
を
古
く
六

時
代
の

敎
經
典
『
太

書
』
の
た
ぐ
い
の

敎
敎
理
書
の
な
か
に
持
つ
と

定
し
て
大

な
い
で
あ
ろ
う
」

福
永
、
七
七
頁
）
と

べ
て
い
る
。『
太

書
』
の
該
當
箇

に
關
す
る
福
永
の
訓
讀
は
、

の

り
で
あ
る
。

を
學
ぶ
物
は
至
德
を
期
す
。
是
を
以
て
善
を
修
む
る

は
、

先
ず
仁
義
禮
知
﹇
智
﹈
と
信
と
を
行
な
う
。

互
に
相

し

て
、
始
め
よ
り

り
に
至
る
ま
で
相
生
（
の
五
行
理
論
）
を

も
っ
て

﹇
序
列
﹈
と
爲
す
。
仁
と
木
と
は
火
（
と
禮
）
を

生
じ
、
火
は
土
と
信
を
生
じ
、
信
は
義
と
金
を
生
じ
、
金
は

智
と
水
を
生
じ
、
水
は

德
﹇
五

に
共

す
る
德
﹈
を
生

ず
。
長
生
不
死
に
し
て
常

湛
然
、
能
く
無
に
し
て
能
く
有
、

も
貴
く

も

し
。
こ
の
五
德
備
わ
る

を
名
づ
け
て
至

德
と
曰
う
」

福
永
、
七
六
〜
七
七
頁
）。 一
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し
か
し
、『
太

書
』

九
が

く
の
は
、「
仁
↓
禮
↓
信
↓

義
↓
智
↓
德
↓

」
の
「
七
經
」、「
仁
↓
禮
↓
信
↓
義
↓
智
↓

德
」
の
「
六

」
で
あ
り
、
順
序
も

味
も
冠
位
十
二
階
と
は
異

な
っ
て
い
る
。
左
に

げ
る
『
太

書
』
の
原

が
示
す
よ
う

に
、
福
永
は
自

に
有
利
な
箇

の
み
を
切
り
貼
り
し
て
お
り
、

し
か
も
、
省
略
し
た
箇

を
「
…
…
」
や
（
中
略
）
な
ど
で
示
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
福
永
は
、
右
の
引
用
の
十
二
行

で
『

書
』
か
ら
引
用
す
る
際
は
、「
五

、
脩
め
飭
う
れ
ば
、
…
…
德

は
方
外
に
施
さ
れ
」
と
記
し
て
お
り
、「
…
…
」
を
入
れ
て
い
る

た
め
、『
太

書
』
の
引

が
省
略
し
た
箇

、
そ
れ
も
三
箇

す
べ
て
に
「
…
…
」
や
（
中
略
）
が
入
っ
て
い
な
い
の
は
、

圖

な
も
の
と
み
な
す
ほ
か
な
い
。

其
四
極

科
云
、
行
七
經
之

。
太

庚
辰
六

二
十
五
日

癸
巳
己
時
、
北
極
眞
公
除
穢

馨
、
神

七
經
。
仁
義
禮
智

信

德
。
學

期
乎
至
德
、
至
德
得
乎
大

。
大

玄

、

求
迢
遙
。
是
以
修
善
、
先
行
仁
義
禮
智
與
信
。

互
相

、

始
至
乎

、
相
生
爲

。
仁
木
生
火
、
火
生
土
信
、
信
生
義

金
、
金
生
智
水
、
水
生

德
、
德
生

。

德

極
、

窮
、
長
生
不
死
、
常

湛
然
、
能

能
有
、

貴

。

仁
亦
長
生
、

有
劫
年
。
義

禮

、
智

信
和
。
五
德
備

、
名
曰
至
德
。
究
竟
五
千
一
焉
。
號
爲
大

。

學
七
經
。

經

也
、
由
也
、
常
也
、
正
也
、

也
。
…
…

七
經

：

一
曰
仁
經
。
男
女
婚
嫁
、
恩
愛
交
接
、
生
子
種
人
、
永
永

。
二
曰
禮
經
。

生
當
長
、
壯
不
可
恣
。
夫
淸

貞
、

外
分

別
、

相
敬
、
和
而
有

。

三
曰
信
經
。

知
和

、
親
疏
相
關
、

野
忠
直
、

相

。
四
曰
義
經
。

知
忠
直
、
有
與
有
取
、
罰

賞
善
、
更
相

濟
。

五
曰
智
經
。

知
賞
罰
、
防
有
枉
濫
、
抑
揚

流
、
除

入

正
。

六
曰
德
經
。
治

保
正
、
五
德
均
平
、

苦
、
常

長

存
。
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七
曰

德
。
常

長
存
、

泰

上
、
上
德
不
德
、
敎

立

功
。
功

身

、
權
變

窮
。
…
…

六

多

、
各
有

長
。

一
曰
仁

、
長
於
子
孫
衆
多
。
…
…

六
曰
德

、
…
…

（『
洞
眞
太
上
太

書
』

九
）

以
上
で
あ
る
。
福
永
の
訓
讀
で
は
、「
至
德
得
大

（
至
德
は

大

を
得
る
）
」
以
下
の
部
分
、「
德
生

（
德
は

を
生
ず
）
」

以
下
の
部
分
が
省
略
さ
れ
て
い
る
た
め
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
が
、

『
太

書
』

九
が

高
と
し
て
い
る
の
は
、「
德
」
で
な
く

「

」「
大

」「

」
で
あ
る
。「

德
」
の
素
晴
ら
し
さ
を

し
て
い
る
箇

も
あ
る
が
、「

」
と
「
德
」
を
分
け
る
場
合

は
、「
德
」
は
「

」
の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
福
永
の

引

は
、
そ
う
し
た
點
を
ぼ
か
し
て
お
り
、
ま
た
、『
太

書
』

で
は
相
生
の
立
場
で
「
仁
↓
禮
↓
信
↓
義
↓
智
↓
德
↓

」
の
順

に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も

れ
ず
、「
德
」
が

高
で
あ
っ
て
そ

の
下
に
五
常
が
「
仁
・
禮
・
信
・
義
・
智
」
の
順
で

列
さ
れ
て

い
る
よ
う
に

べ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
冠
位
十
二
階
で
は
「
仁
」
は
「
德
」
の

に
高
い
官

位
と
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し
、『
太

書
』
で
は
、「
仁
」
は
出

發
點
で
あ
り
、
男
女
が
結
婚
し
て
「
恩
愛
交
接
」
し
て
子
を
生
み
、

子
孫
を

や
さ
な
い
よ
う
に
す
る

下
位
の
段
階
で
し
か
な
い
。

ま
た
、
こ
の
『
太

書
』
の

九
の

名
は
、「
大
乘
行
業
」

で
あ
っ
て
佛
敎
の
影

を
受
け
て
い
る
が
、
福
永
は
こ
の
經
典
は

敎
敎
理
書
で
あ
る
と
い
う
點
を

す
る
の
み
で
、

名
に
は

言

し
な
い
。

な
お
、
大
山
は
、

敎
理
解
に
加
え
、「

定
し
て
大

な
い

で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
た

の
言
い
回
し
も
福
永
に

っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
が
、
冠
位
十
二
階
は
馬
子
の
制
定
で
あ
っ
て
史
實
だ

と
し
、

慈
の
筆
と
見
な
い
た
め
か
、
冠
位
十
二
階
に
關
す
る
福

永
の

敎
由
來

に

れ
な
い
ば
か
り
か
、
冠
位
十
二
階
そ
の
も

の
に
つ
い
て
も
詳
細
な
議
論
は
ま
っ
た
く
し
て
い
な
い
。

に
、「

德
太
子
の
冠
位
十
二
階
」
論

の
末
尾
で

れ
ら

れ
て
い
る
伊
豫
湯
岡

に
關
す
る
福
永
の

張
に
つ
い
て

討

し
よ
う
。
福
永
は
、

の
「

池
に
浴
し
て

き
を

す
」
は

『

庭
外
景
經
』
の
「
華
﹇

﹈
池
に
沐
浴
し
て
靈
根
に
灌
ぎ
、
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…
…
命
門
を
開
く
」
と
あ
る
の
に
基
づ
く
と

い
て
い
る
。『

庭
經
』
に
よ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
小
島

之
『
國
風

黑

時
代
の

學
（
上
）』「
推
古

の

」

塙
書

、
一
九
六
八

年
）
が
先
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
福
永
は
こ
れ
に

れ
て
い
な
い
。

こ
の
福
永

に
つ
い
て
は
、
福
井

が
、

敎

で
は
「
華

池
」
は
人

の
口
を

味
す
る
た
め
「

の
池
」
と
は
無
關
係
で

は
な
い
か
と
批

し
た
と
こ
ろ18

）、
福
永
は
、「
隨
華
臺
而
開
合
」

と
「
浴

池
而

」
は
對
に
な
っ
て
お
り
、

は
『

無
量

壽
經
』
の
「
身
坐
金
蓮
華

臺
）
、
坐
已
華
合
…
…
一
日
一
夜
、
蓮

乃
開
」
を
典
據
と
し
て
踏
ま
え
て
い
る
以
上
、「
四
六

の
定
則
と
し
て
『

無
量
壽
經
』
に

敵
す
る
宗
敎
思
想

を

典
據
に
踏
ま
え
て
い
る
筈
」
だ
と
し
、

敎

に
お
い
て
は

「
靈
液
の
溜
ま
る

」
だ
か
ら
こ
そ
「
華
池
」
は
人
體
の
口
を

味
す
る
の
で
あ
り
、「
神
井
」
の
比
喩
語
と
し
て

切
な
の
だ
と

應
じ
た19

）。
福
井
は
さ
ら
に
反
論
し
、
佛
敎

で
は
「

」
と

「
華
」
の
交
替
は
珍
し
く
な
い
が
、

敎

で
は
人

の
口
を

「

池
」
と
書
く
例
は
未
見
で
あ
り
、
ま
た
「
華
池
」
の
靈
液

（
唾
）
は
咽
み
こ
ん
で
身
體
中
に
流

循
環
さ
せ
ね
ば
役
に
た
た

な
い
た
め
、
溜
ま
っ
て
い
る
だ
け
の
「
神
井
」
の
比
喩
と
し
て
は

切
で
な
い
う
え
、
そ
も
そ
も
『

庭
經
』
そ
れ
自
體
や
、
同
經

に
基
づ
い
て
「
華
池
」
の
靈
液
を
咽
ん
で
身
體
中
に
流

循
環
さ

せ
る
よ
う
な
修
行
法
が
當
時
の
日
本
に
傳
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、

な
ど
の
疑
問
を
示
し
た20

）。

福
井
は
ま
た

の
「
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
」
の
必

性
を

し
て
い
る
が
、
確
か
に
『
釋
日
本
紀
』

引
の

は

字
・
缺
字
が
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
該
當
箇

の
一
般

な
復
原
本

を
、
對
句
が
わ
か
り
や
す
い
形
で
表
記

す
る
と
、

の
よ
う
に
な
る
。

若
乃

照
給
無

私

何
異
于
壽
國

隨
華
臺
而
開
合

沐
神
井
而
癒
疹

舛
于
落

池
而

＊
「
落
」
は
一

に
は
「
浴
」
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こ
れ
に
對
し
て
、「
隨
華
臺
而
開
合
」
と
「
浴

池
而

」

は
對
句
で
あ
る
こ
と
を

す
る
福
永
が
附
し
た
句
讀
に
基
づ
い

て
改
行
し
て
示
す
と
、

の
よ
う
に
な
る
。

若
乃
照
給
無

私

何
異
于
壽
國
隨
華
臺
而
開
合

沐
神
井
而
癒
疹

舛
于
浴

池
而

し
か
し
、

は
稚
拙
で
倭

が
あ
る
も
の
の
、
四
六

體

を

識
し
て
美

で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
一
般

な
讀
み
方
と
福
永
の
句
讀
は
、
問
題
の
「

池
」
を
含
む
部
分

と
そ
の

後
の
字
數
が
變
則
で
あ
っ
て
、
と
も
に
バ
ラ
ン
ス
が
と

れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
ろ
う
。
湯
岡

に
關
し
て
四
回
も
私

案
を
示
す
ほ
ど
打
ち

ん
で
き
た
小
島

之
は
、

筆
と
な
っ
た

第
五
回
目
の
論

21
）に

お
い
て
、
こ
の

後
は
よ
く
讀
め
な
い
た
め
、

「「

改
」
に
よ
る
外
は
な
い
」
と
し
て

字
を
い
く
つ
か
訂
正
す

る
案
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
落
」
を
「
浴
」
と
し
、「

」
に
つ
い
て
は
、「

き
に

る
」
と
解
釋
し
つ
つ
、
用
例
が

な
い
と
し
て
、「
羽

」
の
語
を

に
し
た
「

羽
」
で
あ
っ
た

可
能
性
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「

池
」
に
つ
い
て

は
、『

』「

天
台
山
賦
」
の
李
善

に
よ
れ
ば

の
上
に

「
華
池
」
が
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に

し
て
い
る
。
李
善

の
典
據
は
『
史
記
』
大
宛
傳

だ
が
、
小
島
の
指
摘
を
生
か
し
つ

つ
、「
何
異
于
〜
」
と
「

舛
于
〜
」
が
對
句
で
あ
る
こ
と
を
考

慮
し
て
竝
べ
る
と
、

若
乃

照
給
而
無

私

＊
「
而
」
を
補
う

何
異
于
壽
國

隨
華
臺
而
開
合

沐
神
井
而
癒
疹

舛
于
崑
崙

浴
華
池
而

と
い
っ
た
形
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、「
日

が
上
か
ら
萬

物
を
分
け

て
な
く
照
ら
し
、

泉
が
下
か
ら
惜
し
み
な
く
湧
き

出
て
人
々
を
い
や
す
の
は
、
ど
う
し
て
壽
國
で
は
華
臺
ご
と
に
開
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い
た
り
閉
じ
た
り
す
る
（
そ
の
た
び
に

生
人
を
淨
土
に
生
ま
れ
さ

せ
る
）
の
と
異
な
ろ
う
か
。
こ
の
靈
妙
な

泉
に
沐
し
て
病
氣
を

治
す
の
は
、
ど
う
し
て
崑
崙
で
華
池
に
浴
し
て
若

る
（
あ
る
い

は
、
羽

登
仙
す
る
）
の
と

っ
て
い
よ
う
か
」
の

と
見
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
テ
キ
ス
ト
を
大
幅
に
變
え
て
し
ま
う
試
案
で

あ
る
う
え
、
小
島
自
身
は
崑
崙

を
否
定
し
て
お
り
、「「

池
」

も
「
天
壽
國
」
の
池
の
美

と
み
な
し
た
方
が

り
が
な
か
ろ

う
」
と

べ
て
い
る
た
め
、
詳
細
な

討
は
別
稿
に
讓
り
た
い
。

た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本

を
正
し
く
復
原
し
た
う
え
で
な

い
と
、「

池
」
は
『

庭
經
』
の
「
華
池
」
だ
と
決
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
福
永
は
三
經
義
疏
に
も

れ
て
お
り
、

譯
さ
れ
た
三

經
の
本

に
も
義
疏
に
も
「

敎
や

家

な
用
語
・
思
想
が
い

っ
ぱ
い
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と

べ
て
い
る22

）。
し
か
し
、
そ
う
し

た
傾
向
は
、
三
經
義
疏
が
用
い
て
い
る

譯
經
典
や
「
本
義
」
と

さ
れ
る
中
國
の
種
本
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
三
敎
義
疏
が

確
に
引
用
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
引
い
て
い
る
外
典
は
、『
論
語
』

『
老
子
』
ほ
か
き
わ
め
て
少
數
の

に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
も
孫
引

き
の
可
能
性
が
高
い
。
變
則

で
書
か
れ
て
い
る
三
經
義
疏
獨

自
の
部
分
は
、
儒
敎
色
が

く
、

敎
や

家
の
思
想
は
見
ら
れ

な
い
。

五

上
田
正
昭

・
上
山
春
平

の

證

上
田
正
昭
は
、
一
九
七
七
年
に
行
わ
れ
た

演
「
古
代
信
仰
と

敎
」
に
お
い
て
、

に
見
え
る
「
壽
國
」
は
、
來
世
の
淨
土

で
な
く
、
神
仙
の
「
壽
國
」
で
あ
ろ
う
と

い
た23

）。
そ
の
時
期
に

行
わ
れ
た
上
田
、
福
永
、
上
山
春
平
の

演
と
三
人
の
鼎
談
「
日

本
古
代
史
と

敎
」
を
收

し
た
の
が
、

年
刊
行
さ
れ
て
話
題

を
呼
ん
だ
『

敎
と
古
代
の
天
皇
制
』
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
仙

思
想
を

く

や

敎

に
は
、「
壽
國
」
と
い
う
表
現
は

見
ら
れ
な
い
た
め
、「
壽
國
」
は
、
や
は
り
「
天
壽
國
繡
帳
」
の

「
天
壽
國
」
と
關

す
る
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

の

「
隨
華
臺
而
開
合
」
は
、
噴
き
上
げ
て
は
閉
じ
る

缺
泉24

）を

識

し
た
表
現
で
あ
ろ
う
か
ら
、
池
か
ら
蓮
の

が
伸
び
て
上
で
華
が

が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
華
か
ら

生
人
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
「
天

一
九

德
太
子
傳
承
中
の
い
わ
ゆ
る
「

敎

」

素



壽
國
繡
帳
」
中
の
蓮
華

生
の
圖
を
考
え
る
と
分
か
り
や
す
い
。

一
方
、
上
山
は
、
福
永
・
上
山
と
の
鼎
談
に
お
い
て
、
植
物
と

し
て
の
「
椿
（
チ
ン
）
」
は
日
本
に
自
生
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、

に
「
椿
（
チ
ン
）
」
に
關
す
る
描
寫
が
見
ら
れ
る
の
は
、

八
千

を
春
と
し
、
八
千

を
秋
と
す
る
と
い
う
『
莊
子
』
に
見

え
る
長
壽
の
靈
木
で
あ
る
「
大
椿
」
を

識
し
た
も
の
で
あ
る
と

べ
て
い
る
。「
壽
命
の
長
い
め
で
た
い
木
が
繁
っ
て
い
る
、
そ

こ
で
鳥
が
鳴
い
て
い
る
と
言
っ
た
ぐ
あ
い
に
、

念

に

を

つ
づ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
い
う
の
が
、
上
山
の
推
測
で
あ
る
。

上
山
は
、
そ
の
「
椿
」
は
、
植
物
學

の
同
定
に
よ
れ
ば
「
チ
ャ

ン
チ
ン
（
香
椿
）
」
で
あ
っ
て
、
ツ
バ
キ
と

っ
て

木
に
な
る

と

べ
た
の
ち
、
湯
岡

の
記

に
つ
い
て
「『
莊
子
』
の

「
椿
」
に
引
っ
か
け
ら
れ
た

敎
風
の
表
現
と
言
え
る
の
で
は
な

い
か
な
」
と

く
と
、
上
田
も
そ
れ
に

同
し
、「
表
現
に
は
神

仙
境
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

敎

信
仰
は
、
少
な
く

と
も
七
世
紀
に
は
は
い
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た

味
で
、

敎

世
界
と
い
う
か
、
そ
う
し
た
存
在
は
疑
え
な
い
」
と

べ
て
い
る25

）。

神
仙
境
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
上
田
の
指
摘
は
正
し

い
が
、「
椿
樹
相

而
穹
窿
。
…
…
丹

葉
而
映
照
、
玉
菓
彌

葩
以
垂
井
。
經

其
下
、
可
以
優

。
豈
悟
洪
灌

庭
」
と
あ
る

う
ち
、
椿
の
樹
木
が
ひ
さ
し
と
な
っ
て
ア
ー
チ
を
な
す
と
い
う
の

は
、
藪
椿
の

木
群
が
作
る
ト
ン
ネ
ル
に
關
す
る
寫
實

な
表
現

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
藪
椿
は

木
と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
足
摺
岬

や
大
島
な
ど
の
椿
の
ト
ン
ネ
ル
が
有
名
で
あ
る
こ
と
が
示
す
よ
う

に
、

か
な
地
、
と
り
わ
け

邊
な
ど
で
は
密
生
し
て
ト
ン
ネ
ル

を
な
す
こ
と
が
あ
る
。
伊
豆

島
東

岸
の
岩
礁
上
に
十
數
メ
ー

ト
ル
も
あ
る
藪
椿
の
野
生
林
を
發
見
し
た
上
原
和
は
、
下
か
ら
見

上
げ
る
と
ま
さ
に
「
相

い
て
穹
窿
し
」
で
あ
っ
た
と
し
て
、
古

代
の
南
國
伊
豫
に
は
實
際
に

大
な
椿
の
森
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
し
て
い
る26

）。
確
か
に
、

の
「
丹

葉
而
映

照
」
と
は
、
霜
よ
け
の
葉
に
上
下
か
ら
は
さ
ま
れ
た
赤
い

が

き
ほ
こ
る

子
、「
玉
菓
彌
葩
以
垂
井
」
と
は
、
寶
石
の
よ
う
に

黑
く
輝
く
實
が

び
ら
の
よ
う
な
果
皮
か
ら
は
ち
き
れ
ん
ば
か
り

に
實
っ
て
垂
れ
る

子
で
あ
っ
て
、
い
づ
れ
も
チ
ャ
ン
チ
ン
で
は

な
く
、
藪
椿
の
生
態
と
一
致
し
て
い
る

と
實
は
同
時
で
な
い
）。

解
と
さ
れ
、

寫
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
る
「
洪
灌

庭

二
〇

德
太
子
傳
承
中
の
い
わ
ゆ
る
「

敎

」

素



（

庭
に
洪
灌
す
）
」
に
つ
い
て
は
、
小
島
は
『

庭
經
』
を
踏
ま

え
た
表
現
で
あ
っ
て
「
洪
灌

庭
」
の

り
か
と

い
て
い
た27

）が
、

年
の
論

で
は
、「

敎
學

の
中
に
は
、『

庭
經
』
な
ど

を
出
典
と
し
て
あ
げ
る
が
、
こ
の

の
ま
ま
の
記
事
で
は
な
く
疑

わ
し
い28

）」
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。「
洪
灌

庭
」
と
は
、
空
に

大
雨
が
降
る
こ
と
を
美

で
表
現
し
た
も
の
に
す
ぎ
ま
い
。「
經

其
下
、
可
（
以
）
優

。
豈
悟
洪
灌

庭
」
と
は
、
密
生
す
る

藪
椿
の
ト
ン
ネ
ル
の
下
を
經

し
て
の
ど
か
に

ん
で
お
れ
ば
、

空
に
大
雨
が
降
ろ
う
と
ど
う
し
て
氣
づ
く
だ
ろ
う
か
、
の

と
思

わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
椿
の
ア
ー
チ
に
關
し
て
、

は
「
實
想
五
百
之

張
蓋
（
實
に
五
百
の
張
蓋
を
想
ふ
）」
と

べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

五
百
人
の
長

子
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
佛
に
蓋
（
日
傘
）
を
捧
げ
る

と
、
佛
が
神

力
で
そ
れ
ら
を
天
を

う
一
つ
の

大
な
蓋
に
し
、

そ
こ
に

宇
宙
が
映
し
だ
さ
れ
た
と
い
う
『
維

經
』

頭
の
奇

跡
（
大
正
十
四
、
五
三
七
中
〜
下
）
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、
眞

流
堅
一
が
指
摘
し
て
い
る29

）。
眞
流
は

れ
て
い
な
い
が
、『
維

經
』
は
そ
の
す
ぐ
後
で
、
そ
う
し
た
神

力
の
こ
と
を
「
法
王
の

法
力
」

同
五
三
七
下
）
と
呼
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、「
我
法
王
大

王
」
が
伊
豫
の
神

な

泉
を
訪
れ
た
際
の
感

を
誌
す
こ
の

は
、
藪
椿
の

木
群
が
ア
ー
チ
を
作
っ
て
い
る

子
を
『
維

經
』
の
奇
跡
に
見
立
て
、「
法
王
」
の
如
き
わ
が
「
お
お
き
み
」

の
德
に
よ
る
も
の
と

え
て
い
る
の
で
あ
る
。「

池
」
や
「
壽

國
」
を
含
め
、
湯
岡

に
お
け
る

敎

素
と
さ
れ
る
も
の

に
關
し
て
は
、
こ
う
し
た

況

體
を
踏
ま
え
て
見
直
す
必

が

あ
る
。

五

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

德
太
子
關
聯
記

に
つ
い
て
、

「

敎
と
古
代
日
本

」
ブ
ー
ム
の
立
役

た
ち
と
ブ
ー
ム
の

影

を
受
け
た
大
山
が
「

敎

」
だ
と
指
摘
し
た
部
分
は
、
ほ

と
ん
ど
す
べ
て

め
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。

解
を
描
い
た
片

岡
山
飢

話
に
し
て
も
、

書
を
利
用
し
た
可
能
性
を
考
慮
す

べ
き
で
あ
る
。
古
代
日
本
に
お
い
て
神
仙
思
想
が

か
っ
た
こ
と

は
事
實
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
實
態
に
つ
い
て
は
、

鮮

島
に

お
け
る
佛
敎
と
の
融
合
形
態
な
ど
に
も

し
つ
つ
、
愼
重
に

二
一

德
太
子
傳
承
中
の
い
わ
ゆ
る
「

敎

」

素



討
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

註１
）

大
山

一
『
長
屋
王
家
木

と
金
石

』
第
三
部
「

德
太
子

像
の

立
と
律
令
國
家
」

吉
川
弘

、
一
九
九
八
年
）。
大
山

は
以
後
、
多
く
の

作
や
論

を
發
表
し
て
お
り
、
少
し
づ
つ

張
が
變
わ
っ
て
き
て
い
る
が
、
本
稿
で
の
大
山

の
引
用
は
、
出

發
點
と
な
っ
た
『
長
屋
王
家
木

と
金
石

』
の
頁
數
に
よ
る
。

2
）

新
川
登
龜
男
「
日
本
古
代
と

敎
」
『
ア
ジ
ア

學
』
七
十
三

號
「
日
本

に
見
る

敎

素
」
特
集
、
二
○
○
五
年
三

）。

3
）

福
永
『

敎
と
日
本

』「

德
太
子
の
冠
位
十
二
階

德
・
仁
・
禮
・
信
・
義
・
智
の
序
列
に
つ
い
て
」

人

書
院
、

一
九
八
二
年
）
八
○
頁
。

出
は
、「

德
太
子
の
冠
位
十
二
階
」

『
圖
書
』
一
九
八
一
年
九

號
、
岩
波
書
店
）
だ
が
、
本
稿
で
は

こ
の
論

に
つ
い
て
は
、
影

が
大
き
か
っ
た
『

敎
と
日
本

』
の
頁
數
に
よ
っ
て
引
用
す
る
。

4
）

石
井
公

「「

法
十
七
條
」
が
想
定
し
て
い
る

」
『
印

佛

』
四
十
一

一
號
、
一
九
九
二
年
十
二

）。

5
）

尾
伸
一

「
日
本
古
代
の

敎
受
容
と
疑

經
典
」

山
田

利

・
田
中

雄

『

敎
の

史
と

』
雄
山
閣
、
一
九
九

八
年
）。『
日
本
書
記
』
が
利
用
し
た

書
に
つ
い
て
は
、
池
田
昌

廣
「『
日
本
書
記
』
と
六

の

書
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
五

九
集
、
二
〇
〇
七
年
十

）、
同
「『
日
本
書
記
』
の
潤
色
に
利
用

さ
れ
た

書
」（『
日
本

史
』
七
二
三
號
、
二
〇
〇
八
年
八

）

が
示
す
よ
う
に
、

究
が

み
つ
つ
あ
る
。

6
）

田
東
二
「

德
太
子

宗
敎
國
家
構
想
」
『
別

佛
敎

２

天
皇
』
法
藏

、
一
九
八
九
年
。
同
『
神
と
佛
の

神
史
』

春
秋
社
、
二
○
○
○
年
、
に

）。

7
）

森
博

『
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く
』

中
公
新
書
、
一
九
九
九

年
）
一
八
九
頁
。
以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
は

（
森
、
〜
頁
）

の
形
で
示
す
。

8
）

森
博

「
日
本
書
紀
の

究
方
法
と
今
後
の
課
題
」

原

猛
・
黑
岩
重
吾
・
上
田
正
昭
ほ
か
『

德
太
子
の
實
像
と
幻
像
』、

大
和
書

、
二
○
○
二
年
）。

9
）

吉
田
一
彥
「
日
本
書
紀
と

慈
」、

８
）

原
ら

書
、

一
六
八
頁
。

10
）

小
島

之
「

語
あ
そ
び
｜
「

風
藻
」
佛
家
傳
を
め
ぐ
っ

て
」（『

學
』
五
十
七

一
號
、
一
九
八
九
年
一

）、
吉
田

「

慈
の

」

大
山

一

『

德
太
子
の
眞
實
』、
平
凡
社
、

二
○
○
三
年
）。

11
）

榎
本
福
壽
「

德
太
子
の
片
岡
游
行
を
め
ぐ
る
日
本
書
紀

傳

の

り
た
ち
」
『
古
事
記
年
報
』
四
十
九
、
二
○
○
六
年
一

）

12
）

石
井
公

「

德
太
子
論
の
見
直
し

⑥
」
『
佛
敎
タ
イ
ム

ス
』
二
○
○
八
年
十
一

二
○
日
號
）、
同
「

德
太
子
像
の

討
」
『
佛
敎
史
學

究
』）
五
〇

一
號
、
二
〇
〇
七
年
十
一

）。

13
）

平
林

仁
「

德
太
子
と

天
皇
後
裔
王
族

片
岡
王
寺

二
二

德
太
子
傳
承
中
の
い
わ
ゆ
る
「

敎

」

素



創
建
を
め
ぐ
っ
て

」
『
日
本
書
紀

究
』
第
十
六

、
一
九

八
七
年
）。

14
）

尾
伸
一

「

德
太
子
片
岡
山
游
行
傳
承

考

解

仙
と
大
原
史
氏
と
の
關
係
を
め
ぐ
っ
て
」

中
部
大
學
國
際
人

學

究

『
ア
リ
ー
ナ2008

』、
二
○
○
八
年
三

）。

15
）

小
栗

彥
「

德
太
子
信
仰
萌

期
の
一

相

寺
三

號
墳
の

討
を
中
心
と
し
て

」

關
西
大
學
考
古
學

究
室

開
設
五
拾

年
記
念
考
古
學
論
叢
刊
行
會

『
考
古
學
論
叢
』
下

、
同

、
二
○
○
三
年
）。

16
）

森
田
悌
『
長
屋
王
の
謎
』

河
出
書

新
社
、
一
九
九
四
年
）。

17
）

不

。「

於
因
果
、

於
罪
福
」
な
ど
で
あ
れ
ば

脈
も
つ

な
が
る
が
、
根
津
美

藏
の
『
大
般
若
經
』

書
で
は
、

確
に
「

矣
因
果
、

焉
罪
福
」
と
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
本

の
よ
う
に
讀
ん
だ
。

18
）

福
井

「
福
永
光
司

『

敎
と
日
本

』」
『
東
方
宗

敎
』
六
十
號
、
一
九
八
二
年
十

）。

19
）

福
永
光
司
「
津
田
博
士
と

敎

福
井

氏
の
書

『

敎
と
日
本

』
に
答
え
て

」
『
東
方
宗
敎
』
六
十
一
號
、

一
九
八
三
年
五

）。

20
）

福
井

「
福
永
敎
授
の
反
論
に
つ
い
て
」

同
、
六
十
二
號
、

一
九
八
三
年
十

）。
福
井
の

解
釋
に
も

し
が
た
い
點

が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
論
ず
る
。

21
）

小
島
「

德
太
子
團
の

學

湯
岡

記
・

法
十
七
條

を
中
心
に

」
『
學
燈
』
九
十
五

四
號
、
一
九
九
八
年
）。

22
）

福
永
光
司
・
上
田
正
昭
・
上
山
春
平
『

敎
と
古
代
の
天
皇

制
』

德

書
店
、
一
九
七
八
年
）
一
六
五
頁
。
三
經
義
疏
に
つ

い
て
は
、

枝
晃
の
中
國
撰

が
日
本
史
の
分
野
で
は
有
力
な

よ
う
だ
が
、
倭

が
目
立
つ
た
め
、
中
國

立
で
は
あ
り
え
な
い

こ
と
は
、
石
井
公

「
三
經
義
疏
の
語
法
」（『
印
度
哲
學
佛
敎
學

究
』
五
七

一
號
、
二
〇
〇
八
年
十
二

）
參
照
。

23
）

上
田
正
昭
、

22
、

書
、
九
十
〜
九
十
一
頁
。

24
）

上
代

を
讀
む
會

『
風
土
記

釋
』

翰
林
書

、

二
○
○
一
年
）
で
は
、「
開
合
」
は
「
華
臺
」
の
開
合
を

味
す

る
が
、
比
喩
上
で
は
泉
源
の

を

味
す
る
と
し
、「
或
い
は
伊

豫
の
湯
が

缺
泉
で
あ
っ
た
こ
と
を

味
す
る
も
の
か
」

五
三

四
頁
）
と
す
る
が
、

當
で
あ
る
。

25
）

22
、

書
、
一
四
三
〜
一
四
五
頁
。

26
）

上
原
和
「

德
太
子
「
伊
豫
湯
岡

」
の
解
釋
を
め
ぐ
っ
て

故
小
島

之
博
士
の
御

に
答
え
る

」
『
學
燈
』
九
十

六

十
二
號
、
一
九
九
九
年
十
一

）。

27
）

小
島

之
『
國
風

黑
時
代
の

學

上
』「
推
古

の

」

塙
書

、
一
九
六
八
年
）。

28
）

小
島
「
續
・

德
太
子
團
の

學
」
『
學
燈
』
九
十
五
號
五
號
、

一
九
九
八
年
五

）
五
頁
。

29
）

眞
流
堅
一
「
伊
豫
湯
岡

と

德
太
子
の
佛
敎

Ⅰ
）」（『
熊

本
大
學
敎
育
學
部
紀

』
二
十
六
號
、
一
九
七
七
年
九

）。

二
三

德
太
子
傳
承
中
の
い
わ
ゆ
る
「

敎

」

素


